
土木一式工事においてアスファルト舗装工を実施した場合には対象工事とはな
りません。
舗装一式工事［アスファルト舗装工の元請実績がある者］が対象工事となります。
なお、対象工事の元請実績がある場合、工事実績を証明する資料（コリンズ等）
を提出してください。


